
１０ 石川県広報誌「もっといしかわ」への広告掲載仕様書 

１ 媒体の概要 

印刷物の名称 石川県広報誌「もっといしかわ」 

使用目的 県政への県民の理解と関心を高め、県政への参加を促進する県民向け広報誌 

規格 

（封筒） 

大きさ Ａ４判 

色 カラー 

誌面に合わせて、色味を調整する場合がある。 

紙質 上質紙 48.5kg 

体裁 16 頁、中綴じ製本 

発行頻度・時期 年４回（Ｒ８年６月、９月、12 月、Ｒ９年３月を予定） 

発行時期が変更になることがある。 

発行部数 （Ｒ７実績）夏季号 476,000 部、秋季号 477,000 部 

冬季号 477,000 部（予定）、春季号 477,000 部（予定） 

（Ｒ８予定）477,000 部×4＝1,908,000 部 

発行部数は、実際の配布部数を保証するものではない。 

配布方法 各号発行後 10 日以内にポスティングで配布 

配布対象者 県内全世帯 

備考 （参考）http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/kouhou/hot.html 
 
２ 募集広告枠（別紙参照） 

広告掲載箇所 12 面～15 面の中で、1/4 ページ×２枠（ページ４段組の下１段×２を想定） 

広告掲載サイズ １枠あたり縦 6.2cm×横 18.5cm 
 
３ 注意事項等 

掲載内容に関する

制限事項 

1. 石川県広告事業掲載基準（第２条、第４条関係） 

2. 病気、事故、死等に関する表現で、不快感、恐怖感等を起こさせる広告 

は掲載不可。 

3. 石川県の広報媒体であることから、広告主は、官公庁（国および地方公共 

団体の行政機関）もしくは、県内に事業所等（本社、支店、営業所、店舗 

等）を有する事業者とすること。 

4. 広告の色はモノクロとすること。 

掲載方法に関する

注意事項 
17. 必ず広告と明示すること。 

18. 問合せ先の電話番号を明示すること。 

契約後の日程 広告主や掲載内容等については、次の日程により、県と調整すること。 

22. 広告主及び広告内容が決定次第、制限事項に反していないことを判断す

るために必要な事項（広告主の概要、業務内容や掲載する商品、サービ

ス等）を、県に報告すること。 

23. 原則として発行月の１カ月前までに、広告の原案を作成し、そのデータ

及び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。なお、広告を掲載する

ことができなくなった場合も同様に県に連絡すること。 

24. 原則として発行月の３週間前までに、最終原稿を作成し、そのデータ及

び紙媒体に印刷したものを県に提出すること。それ以降は内容について

は変更できないものとする。 

その他 WEB 上（ホームページやデジタルブック等）に広報誌を掲載する場合は、広

告欄は表示しないものとする。 
 
◆ 連絡先 

所属   石川県 総務部 知事室 戦略広報課 広報グループ 

所在地  〒920-8580  石川県金沢市鞍月 1-1 行政庁舎４階 

連絡先  電話番号 076-225-1239 ／ FAX 076-225-1363 

電子メール e130500b@pref.ishikawa.lg.jp 
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12面～15面の中で、1/4ページ 

（縦 6.2cm×横 18.5cm）を２枠掲載 

※ページ４段組の下１段×２枠を想定 

※広告の色はモノクロ 
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